
ハーグ協定による意匠の国際出願

弁理士大塚雅晴



ハーグ協定のロンドン改正協定　 （1934 年）
　　　　　　ハーグ改正協定　　 （1960 年）
　　　　　　ジュネーブ改正協定 （1999 年）　←日本が加入 2015.5.13.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同日に、アメリカも加入）

・WIPO 管轄
・ １つの国際出願で、複数意匠を、複数国に、出願できる。
・  複数国における意匠権を一括管理

※PCT と似てる→　チョット違う

※マドプロと似てる→　チョット違う



締約国

※中国、ロシア・・・加盟に向けて国内法制の整備中

※ 特許庁 HP より抜粋



WIPO

出願人

国際出願日

国際出願

国際登録日 国際公表日

① title

on-line

② reproduction
③ designation

④ description
⑤ priority

6 months
immediate
deferment

5 年5 年5 年 5 年 5 年

保護する 保護しない

（※１） US 指定：Declaration、IDS

（※２）JP 指定：Grace Period、関連意匠の表示

（※３）KR 指定：関連意匠の表示



＜国際出願したら：実務一例＞

・（3/7）　   WIPO から郵送で Certification（登録証）が届く　　（← 国際登録日：2/23）

・（3/11）　 WIPO の web-page 上で国際公表

・Hague Express

・International Designs Bulletin

指定国での審査が始まる

保護が確定したら、国際登録が存在する限り、
　　　　　　　　　当該指定国で意匠権が存在する。
　　　　　　　　　（ただし、国内法の存続期間が MAX）

　→　http://www.wipo.int/designdb/hague/en/

　→　www.wipo.int/hague/en/bulletin/

・（2/23）　 online で WIPO へ国際出願 　

・（3/1）　   WIPO から郵送で Notice が届く 

（本件は、immediate publication）

↓
↓
↓

↓
↓
↓

・日本出願に基づく優先権主張

・指定国：EU、US

国際登録だけで
mentenance できる！！



＜指定国内での手続（JP）＞

①優先権証明書の提出　　：「国際公表日から３月以内」に提出！　（別ルート無し）

②新規性喪失の例外　　　：「国際公表日から３０日以内」に提出！（国際出願時に提出しても可）

③実体審査に対する応答　　←　通常の DD 出願と同じ。

④refound（返金）　  　　   ：「出願取下 or 拒絶確定の日から６月以内」に請求！

・国際登録出願　　　（WIPO への国際出願、JPO 経由。paper 出願）

・国際意匠登録出願　（FD 意匠出願 or 日本自己指定出願）

意匠法 60 条の３～５

意匠法 60 条の６～２３



＜JP Note＞

（１）一意匠一出願

（２）Grace Period

（３）本意匠 & 関連意匠

option 1 がお勧め！！

「国際登録：複数意匠」　→　「日本：最初から複数出願」　
JPO の HP 上で、
　「国際登録番号」と「日本出願番号」との対応がエクセル形式で up されている。　

option 1）「国際出願時に英語で証明書を提出可能」（英語で OK、free format）
option 2）「日本国内で手続可能」  （tight な提出 due、日本語訳が必要）　　

「国際出願時に願書に記載欄がある」

　　　　　　　　　→　「記載しなくても、日本での審査段階で対応可能」　



＜指定国内での手続（EU）＞

取り敢えずは、何もない！

・優先権証明書の提出　不要！

・１意匠につき７図までの制約　無し！

・部分意匠の場合の注意（作図）

※ 日本国 意匠登録第 1072327 号

（cf． EU へダイレクト出願の場合）

出願日から 3 月以内に提出が必要

１意匠につき、図面は７図まで。



＜EU Note＞

Hague 経由を一番「オススメ」できるのは、EU 出願！

指定国が１国（EU）だけでも、Hague 経由がお得！

（１）　現地代理人の出願 & 更新手数料が不要。（他国と同じ）

（２）　優先権証明書の提出が不要。　　　　　 （費用削減）

（３）　図面の数に制約が無い。　　　　　　　 （悩まない）

（４）　実質無審査。　　　　　　　　　 　　　（登録が簡単）

（※ 作図は、注意すべきであるが・・・）



＜指定国内での手続（US）＞
①優先権証明書の提出　　     ：「国際公表日から３ｹ月以内」に提出！　（別ルート無し）

       　　　（※ 法律上は、issue fee 支払いまで提出可能）

 

②Assignment、PoA の提出   ：「国際公表日から３ｹ月以内」に提出が better ！　（管理の都合上）　

③IDS の提出　　　　　　      ：「国際公表日から３ｹ月以内」は提出無料！（国際出願時に提出も可）

　

④実体審査に対する応答　　←　通常の国内出願と同じ。

⑤登録査定が出たら、issue fee を支払う。　（一律、540CHF）

※日本との比較
　日本：　最初に全額（出願料＋登録料）徴収→　refund
　米国：　最初に出願料を徴収　　　　　　　→　登録料を徴収



＜指定国内での手続（KR）＞

①優先権証明書の提出　　：「国際公表日から３月以内」に提出！　（別ルート無し）

　　　　　　　　　　　　　（ ※国際公表後、１週間程度で KIPO から Invitation が届く。）

②実体審査に対する応答　　←　通常の国内出願と同じ。

         ※本意匠と関連意匠

　　　　　　　　　　　　　　　「国際出願時に願書に記載欄がある」
　　　　　　　　　　　　　　　　　→　「記載しなくても、国内での審査段階で対応可



＜Official Fee＞

WIPO に支払う料金

(※) KR 指定の場合、ロカルノ分類によって、指定国料金が異なる。

　　（分類）2、5、19　→　標準料金③

　　（分類）上記以外　 →　個別指定手数料

・基本料金　←意匠の数 ・標準料金 ①
　　　　　②
　　　　　③

・公表料金　←図面の数

・追加料金　←100 語からの超過 word 数

・個別指定手数料

指定国に支払う料金

※ Fee Calculator　←WIPO の HP 上に計算機が置かれている。

      http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp



＜仮想料金比較＞

ハーグで EU&US 指定
　　　　　　（１出願）

EU 出願 &US 出願を個別出願
　　　　　　　　　（２出願）

（１）標準事務手数料

（２）現地代理人手数料

（３）official Fee

190,000 円

約 109,000 円

240,000 円
（13＋11）（15＋2×２）

（967CHF ＠113 円）

EU：120,000 円　（10 ～ 13）
US：150,000 円　（10 ～ 20）

US：80,000 円 ($760)
EU：40,000 円 (€350)

約３０万円の差額！！
（６３－３０）

（※ 金額差の大きい項目だけを抽出したものであって、費用総額を示すものではない）

※ただし、国際公表後に約 10 万円必要

（国内代理人指定、優先権証明書、譲渡証）



＜結局のことろ＞

・ハーグ国際出願するメリット

・ハーグ国際出願するデメリット（改善して欲しい点）

①コストが圧倒的に安い。

　（少なくとも出願時 & 更新時において、現地代理人が不要）

②顧客に対する出願費用見積もりが正確。

①便利さが中途半端？

　（国によっては、優先権証明書を指定国に直接提出が must）

　（アメリカの場合、ids や declaration は国際出願時に同時提出できるのに、

　  Assignment は USPTO に直接提出が must）



弁理士 大塚雅晴

２０１６．１１．２６．

ありがとうございました。


